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（様式例） 

議員提案政策条例の規定による施策等の実施状況及び成果に関する報告書 
 
１ 条例の基本事項 

条例の名称 いばらき観光おもてなし推進条例 

担当課（室） 営業戦略部観光戦略課 公 布 日 平成 26 年 11 月 19 日 

報告の根拠 

第 16 条第 4項 

 知事は、毎年度、基本計画に定められた観光の振興に関する施策の

実施状況を議会に報告するとともに、公表しなければならない。 
 

２ 条例の概要・施策体系図・推進体制等 

（１）条例の概要・施策体系図  
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（２）推進体制 
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（３）条例制定後の主な取組 

１ 基本計画、指針等の策定状況 

茨城県観光振興基本計画（2026（令和８）年～2029（令和 11）年） 

２ 条例制定時に課題とされた事項に係る調査結果等 

○茨城県観光振興基本計画（数値目標）の進捗状況 

指標 2014 年
（H26） 

2022 年
（R4） 

2023 年 
（R5） 

2024 年 
（R6） 

2025 年 
（R7） 

2029
（R11） 
目標値 

観光消費額 
（億円）※１ 

2,261 2,958  3,576 4,447 集計中 6,600 

外国人延べ宿泊

者数（人泊）※２ 94,070  55,400  237,960 277,530 
296,210 
（速報値） 

380,000 

※１ 茨城県観光動態調査より  ※２ 観光庁「宿泊旅行統計調査」より 

 

 ・2024（令和６）年の観光消費額は、約 4,447 億円と、デスティネーションキャ

ンペーンによる観光需要の増加や、消費単価の高い宿泊客数の増加などによ

り、過去最高値となった。 

 ・また、2025 年の本県の外国人延べ宿泊者数は、速報値で 296,210 人泊となり、

コロナ禍前の 2019 年（217 千人泊）比で 36％増と、急速に回復が進んでいる。 

３ その他 

・毎年７月の第一週目を「おもてなし観光週間」として設定 

・平成 27 年から、全県的なおもてなし気運の醸成と観光知識や接遇スキルの

向上を図るため、おもてなし講座を開催（通算 94 回(R8.3 現在)） 

 

【参考】観光動態調査結果（H26～）、観光マイスターの認定（H27～）状況 

（１）観光地点等延べ入込客数               （万人） 

H26 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

5,075 6,443 3,854 3,972 4,964 6,106 6,180 

（２）本県の観光に対して「非常に満足している」観光客の割合 （％） 

H26 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

42.7 48.7 46.5 44.0 46.1 82.9 82.9 

（３）いばらき観光マイスター認定者数（通算）        （人） 

H27 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

282 1,315 1,506 1,673 1,787 1,901 2,006 2,096 

（４）いばらき観光マイスターＳ級認定者数（通算）      （人） 

H27 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

47 321 371 411 443 470 496 518 

（５）いばらき観光マイスターＳ級グローバル+認定者数（通算）（人） 

R6 R7 

14 24 
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３ 条例の規定による事業等の実施状況及び成果並びに今後の取組 

事業名 事業主体 事業の内容 

前年度 

最終予算額 

及び 

今年度 

当初予算額 

［千円］ 

いばらきお

もてなしレ

ベルアップ

事業 

【人材の育

成等・郷土愛

の醸成】 

茨城県 観光魅力度向上と旅行者の満足度向上

によるリピーター確保を目的に、県民総

ぐるみの取組により、おもてなしの向上

を図る。 

 

【前年度実績】 

（１）観光マイスターの認定 

観光マイスター 90 名 

観光マイスターＳ級 22 名 

観光マイスターＳ級グローバル＋ 

             10 名 

（２）おもてなし講座及び観光マイスタ

ーレベルアップ研修の実施 

（３）観光マイスターの活用 

おもてなし講座の実施、研修会、イベ

ント等への派遣 

 

【今後の取組】 

引き続き「いばらき観光マイスター」

及び「同Ｓ級」の認定・活用に取り組む

とともに、2024（R6）年度より認定を行

っている「同Ｓ級グローバル＋（プラス）」

の更なる活用に取り組む。 

（観光戦略課） 

【R7】 

16,403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【R8】 

16,718 

観光キャン

ペーン事業 

【観光情報

の発信】  

 

 

茨城県 県・市町村・民間等で構成する協議会

（いばらき観光キャンペーン推進協議

会）において、本県の優れた観光資源の

プロモーションや、誘客促進を図るため

の観光キャンペーン等を展開する。 

 

【前年度実績】 

・「観光いばらき」ＨＰ等を通じた情報発

信等 

・首都圏の旅行事業者を対象に、旅行商

品造成に向けた商談会を開催 

・地域支援事業 協賛実績数：39 件 

・広域周遊促進事業（観光ツアー「いば

らきよいとこプラン」の実施） 

２コース・８本催行 154 名参加 

 

【今後の取組】 

引き続き、市町村や観光事業者等と相

互に連携し宣伝活動等を展開する。 

（観光誘客課・観光戦略課） 

【R7】 

33,330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

【R8】 

33,330 
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ビジット茨

城ネクスト

誘客促進事

業 

【国内外か

らの来訪促

進】 

 

 

茨城県 インバウンド需要のさらなる取り込み

を図るため、台湾や韓国などを中心に、

国・地域のニーズを踏まえた戦略的な誘

客プロモーションを展開するとともに、

ゴルフなど本県の強みを活かした誘客促

進に取り組む。 

 

【前年度実績】 

・台湾等重点市場からの戦略的誘客 

・海外の旅行会社等へのツアー造成の働

きかけ 

旅行会社等への営業活動 

（16 か国・地域、267 社） 

 

【今後の取組】 

引き続き、重点市場等への戦略的な誘

客プロモーションの実施や増加傾向にあ

る個人旅行客の取り込みを図るためにオ

ンライン旅行会社との連携などに取り組

む。 

（観光誘客課） 

【R7】 

133,854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【R8】 

127,646 

茨城インバ

ウンド推進

体制整備事

業 

【国内外か

らの来訪促

進】 

 

 

茨城県 インバウンド需要のさらなる取り込み

を図るため、現地での営業活動やＳＮＳ 

等を活用した情報発信など、国・地域の

ニーズを踏まえた戦略的な誘客プロモー

ションを実施する。 

 

【前年度実績】 

・ＳＮＳ等を活用した情報発信（英語、

中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、タ

イ語、ベトナム語） 

・インフルエンサーの招請 24 名 

【今後の取組】 

引き続き、情報発信や戦略的な誘客プ 

ロモーションに取り組む。 

（観光誘客課） 

【R7】 

99,468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【R8】 

99,468 

宿泊施設等

立地促進事

業費 

【競争力の

高い観光地

の形成】 

茨城県 新たな宿泊観光需要を県内に取り込む

ため、フラッグシップとなるようなホテ

ル、観光施設等の立地に向け、立地を促

進する補助制度を活用した誘致活動を推

進する。 

 

【前年度実績】 

・ホテルオペレータ、ディベロッパー等

149 社に営業活動を実施。 

 

【今後の取組】 

引き続き、補助制度を活用して効果的

な誘致活動を行っていく。 

（観光戦略課） 

【R7】 

26,596 

 

 

 

 

 

 

 

 

【R8】 

1,000,540 
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欧米豪等向

けインバウ

ンド誘客促

進事業【国内

外からの来

訪促進】 

 

R8 新規 

茨城県 欧米豪等からのインバウンド需要のさ

らなる取込みを図るため、旅行会社と県

内観光事業者とのマッチングを強化する

とともに、国や地域のニーズを踏まえた

戦略的なプロモーションを展開する。 

【R8】 

78,000 

フィルムコ

ミッション

推進事業 

【競争力の

高い観光地

の形成】 

 

 

茨城県 映画やテレビドラマ等の撮影をスムー

ズに展開できるようロケーションの支援

や映像制作会社等に対するロケ誘致活動

を行う。 

また、誘致作品を通じ、映像関係事業

者とも連携して、本県のイメージアップ

を図るとともに、支援作品とのタイアッ

プイベントを開催する等、ロケ地を活用

した観光誘客を促進する。 

 

【前年度実績】 

（１）フィルムコミッションの運営 

・フィルムコミッションによる撮影支

援、情報発信等 

・映画『この夏の星を見る』映画公開

記念イベント、天体観望会等の実施 

（２）海外映像作品誘致 

・海外映像制作会社に向けたロケ誘致

プロモーションの実施（東京国際映

画祭（TIFFCOM）への出展） 

（３）いばらきロケ地マップの製作 

・支援作品の紹介を通して本県の魅力

をPRするため、ロケ地マップvol.19

を製作 

 

【今後の取組】 

引き続きロケ支援の充実強化、国内外

からのロケ誘致の拡大に取り組むととも

に、ロケ情報発信やロケ地の活用を推進

する。 

（観光誘客課） 

【R7】 

36,033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【R8】 

34,433 

いばらきネ

クストツー

リズム推進

事業 

 

茨城県 国内外の観光需要を効果的に取り込む

ため、観光コンテンツの差別化や、本県

観光イメージの形成・ブランディングを

推進することにより、「稼げる観光地域づ

くり」を促進する。 

 

（１）差別化コンテンツの確立（55,000

千円） 

・本県ならではのコンテンツの差別化に

係る磨き上げ、販売強化 

・伴走支援等による自走化・定着化 

【R7】 

165,536 

 

 

 

 

【R8】 

195,550 
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（２）観光イメージの形成・ブランディ

ングの推進（125,000 千円） 

・国内外に訴求できる IP コンテンツを

活用したプロモーションを推進 

・本県観光のブランディングに向けたキ

ービジュアルムービー等の制作 

・県内宿泊施設・観光施設等を対象とし

た周遊施策の実施 

・ターゲットに応じた広告・広報の展開 

（３）観光 PDCA の展開（15,550 千円） 

・民間データの活用により、トレンドや

強み等を把握し、県内観光の PDCA を展

開 

 

 

４ その他 

 

１ 条例に関連する法令等の制定・改廃の動向 

   特になし。 

 

２ 国・県における施策の見直し等の動向 

  特になし。 

  ※観光振興に関する条例は全国３４道県が制定（R8.3 時点） 

   

３ 条例の運用上の課題 

  条例制定から 11 年が経過し、観光マイスターの認定者数が 2,000 人を超える

など、観光事業者・県民へのおもてなしの周知・推進については、これまで一

定の成果を上げることができた。 

  今後は、観光マイスターをはじめ観光の振興に意欲を有する方々が、地域観光

を担う中核人材として活躍できるよう、関係団体や各市町村等との連携に取り

組んでいく必要がある。 

 

４ 条例の改廃の必要性の有無 

  現状、改廃の必要性はなし。 

   

 


